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報告者：議会運営委員会

委員長　渡邉　明



議会構成・組織

議員定数　１５名



議会構成・組織

• 総務文教常任委員会（７人）

• 民生産業常任委員会（７人）

• 議　会　運　営委員会（７人）

• 議会広報編集委員会（７人）



総務文教常任委員会（７人）

所管　総務部・企画部

　　　　財務部・教育部

　　　　会計課・議会事務局

　　　　監査委員事務局



総務文教常任員会
所管事務調査事項

１．行財政の管理・運営

２．防災・防犯・交通

３．町政の総合企画



総務文教常任員会
所管事務調査事項

４．国際政策と協働のまちづくり

５．学校教育の充実

６．生涯学習の推進



民生産業常任委員会（７人）

所管　健康福祉部

　　　　住民経済部

　　　　都市建設部

　　　　農業委員会事務局



民生産業常任委員会
所管事務調査事項

１．社会福祉の充実

２．福祉施設の充実

３．健康づくりの推進と医療体制の充実



民生産業常任委員会
所管事務調査事項

４．生活環境の充実

５．産業・観光の振興

６．道路・河川等の整備

７．都市基盤の整備



議会広報編集委員会（７人）

一期生議員を中心

副議長→編集委員長

　　　　



議会運営委員会（７人）
委 員 長

渡  邉　   明
副委員長

山  口　   将
委     員

森   　昌  彦
田 邉  信 雄
宮永万里子
都 丸   裕 史
須 田   敏 彦



主な仕事（活動）

　議会の運営に関する事項



主な仕事（活動）

議会の会議規則

　　委員会に関する

　　　条例等に関する事項



主な仕事（活動）

議長の諮問に関する事項

　　 諮問：

　主に調査

　研究依頼

　　



議会改革の取り組み

大泉町議会基本条例　

　平成２４年１２月１９日

　制定＜議会の憲法＞

　　



議会改革の取り組み
　大泉町議会基本条例

　　　　　　目的

　　　　　　公正で

　　　　　　透明性のある議会

　　　



議会改革の取り組み
　大泉町議会基本条例

　　　　　目的

　　開かれた議会の

　　　　　構築

　　　



　議会改革の取り組み

大泉町議会基本条例

　　　　　目的

　　　　　町民福祉の向上

　　　　　



　議会改革の取り組み

大泉町議会基本条例

　　　　　目的

 豊かな町づくりの実現

　　



　議会改革の取り組み
平成２９年度　議長諮問　（平成３０年２月に答申）

（１）議会基本条例の運用に関すること

　①自由討議（議員間討議）に関する調査研究

　②政策検討会に関する調査研究

　③開かれた議会とするための調査研究

（２）大泉町議会年間予定の策定に関すること



　　議会改革の取り組み

「自由討議」

　（議員間討議）

　　→合意形成に努める



　議会改革の取り組み

「政策検討会」

→町民要望実現　政策立案

　　 　



議会改革の取り組み

「議会報告会」

「議会広報」

「インターネット中継」



政務活動費の運用と透明性

　　年間１５万円（議員１名）

　　

　　



政務活動費の運用と透明性

使途目的

　　調査研究費・研修費

　　広報広聴費

　　要請陳情等活動費

　



政務活動費の運用と透明性

使途目的

　　会議費・資料作成費

　　資料購入費

　　事務所費・事務費

　　



政務活動費の運用と透明性

収支報告

　全ての領収書の添付

　研修視察・備品購入等　

　　　　　　　　関係書類の提出

　　


